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E
U
に
お
い
て
二
〇
一
八
年
五
月

に
「
一
般
デ
ー
タ
保
護
規
則
(
G
D
P

R
)
」
が
施
行
さ
れ
、
同
規
則
が
定
め
る

規
制
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
デ
ー
タ
の

域
外
持
ち
出
し
が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ

た
こ
と
で
、
対
応
に
追
わ
れ
る
日
本
企

業
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
l
T
関
連
法

務
の
特
徴
は
、
海
外
の
企
業
の
動
向
お

よ
び
諸
規
制
が
日
本
企
業
に
看
過
で
き

な
い
影
響
を
待
ち
得
る
と
い
う
点
に
あ

る
。

後
述
の
G
A
F
A
に
代
表
さ
れ
る
時

価

額
が
世
界
T
O
P
を
占
め
る
I
T

企
業
は
、
も
は
や
国
家
以
上
の
影
響
力

を
待
つ
と
い
わ
れ
、
そ
れ
ら
の
l
T
企

業
が
開
発
・
保
有
す
る
技
術
や
デ
ー
タ

に
関
し
て
各
国
が
規
制
を
打
ち
出
し
て

い
る
。
ま
た
、
国
家
間
、
特
に
米
中
間

に
お
い
て
も
最
新
技
術
を
巡
る
攻
防
が

繰
り
広
げ
ら
れ
、
そ
こ
で
の
諸
規
制
は

日
本
に
も
影
響
が
及
ん
で
い
る
。

こ
う
し
た
l
T
分
野
の
特
殊
性
か
ら
、

多
く
の
日
本
企
業
も
l
T
関
連
の
最
新

動
向
に
は
注
視
が
必
要
と
な
る
。

以
下
、
企
業
法
務
と
の
関
係
で
、
そ

の
法
務
リ
ス
ク
を
無
視
で
き
な
い
I
T

関
連
の
最
新
動
向
を
紹
介
す
る
。

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ

J
規
制

ま
ず
紹
介
す
る
の
は
、
帽
ブ
ラ
ソ
ト
フ

ォ
ー
マ
ー
の
規
制

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ヨ
マ
1
.
七
樋
は
〉
一
ィ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
で
県
玉
会
に
サ
ー
ビ

ス

の

塔

=

ブ

ラ

ッ

ド

}

ト
ム
を
提
併

す
る
企
業
を
指
す
博

F
A
」
と
呼
ば
れ

国
内
で
は
、
六
園

ら
れ
る
。

こ
う
し
た
プ
ラ
ク
ト

の
規
制
が
昨
今

(
1
)
背
景
事
情

で
は
、
な
ぜ
プ

対
す
る
規
制
が
必
粟
な
昨
軋
悶
'
ぞ
の
理

由
は
、
プ
ラ
ッ
ト
馬
朴
_
マ
ー
漕
韮
漕

的
な
競
争
優
位
性
仁
あ
ろ
う
。

二
〇
一
八
年
三
片
末
時
点
の
企
業
青

価
総
額
の
ラ
ン
キ
ン

に
よ
る
と
、

A
F
A
が
上
位
を
古
錐
沈
い
る
。

こ
の
プ
ラ
ッ
ト
|

i
タ
を
集
積
・
利
活
用
す
副
宴
ジ
ネ

モ
デ
ル
を
構
築
す
る
こ
除
と
で
、
己
さ
ら

デ
ー
タ
の
集
積
・
利
活
用
が
進
む
逢
い

L
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響
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/
将篇

* , - 1  : T関連の最新法務トレンド

(注 1 )経清産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」1 - 6参照。また、動画

投稿サービスの運営者の責任が問題となった事実について知財高判平成2 2年 9

月 8 日 判 9 1 3 8 9 号 3 2 4 頁 、 イ ン タ ー ネ ッ ト シ ョ ッ ピ ン グ モ ー ル の 運 営
者 の 責 任 が

問 題 と な っ た 事 実 に つ い て 知 財 高 判 平 成 2 4 年 2 月 1 4 日 判 時 2 1 6 1 号 8 6 頁 参
照 。

う
好
循
環
の
中
、
巨
大
化
・
寡
占
化
・

独
占
化
を
果
た
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
圧
倒
的
と
い
え
る
優
越

的
地
位
を
背
景
に
、
利
用
者
と
の
取
引

に
お
け
る
透
明
性
・
公
正
性
へ
の
影
響

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
経
済
産
業
省
が
二
〇
一
八

年
一
〇
月
三
日
か
ら
同
月
二
九
日
ま
で

オ

ン

ラ

イ

ン

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

ム

を

利

用
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
を
行
っ
て
い
る
事
茱

菅
二
〇
〇
〇
社
を
対
象
と
し
て
実
施
し

た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
販
売
経
路

と

し

て

別

の

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

マ

ー

に

切
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う

質
問
に
対
し
て
六
五
・
二
%
以
上
が
困

難
ま
た
は
非
常
に
困
難
と
回
答
し
て
お

り
、
事
業
貴
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー

へ
の
依
存
度
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
者
の
う

ち

五

六

・

二

%

が

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

マ

ー
と
の
ト
ラ
ブ
ル
を
経
験
し
て
お
り
、

九
二
%
が
満
足
で
き
る
解
決
に
至
ら
な

か
っ
た
と
回
答
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら
明

ら
か
に
な
っ
た
、
事
業
者
が
4
2
え
る
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
I
マ
ー
と
の
取
引
上
の
問

題

点

に

加

え

、

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

マ

ー

に
よ
る
潜
在
的
な
競
争
相
手
の
芽
を
摘

む
よ
う
な
M
&
A
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
南
困
巾
ず
呂
岸
が
二
○
一
二
年

(
2
)
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
に
対
す
る
杞
憂

こ
れ
ま
で
の
考
え
方

で
は
、

こ

れ

ま

で

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

マ
ー
の
貴
任
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
転
い
棘
稼
曹
目
「
一

て
い
た
の
か
。
従
来
わ
が
国
に
お
い
仁
て
_

は

、

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

マ

ー

は

単

な

培
の
提
供
者
(
媒
介
菅
)
に
津
審
査

の
で
、
積
極
的
な
責
任
を
負
港
渡

解
さ
れ
て
い
た
。

一
般
ユ
ー
ザ
ー
と
の
関
孫
で
抄
号
ッ

ト
フ
ォ
ー
マ
ー
の
貴
任
が
問
題

な
っ

た
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
限
定
的
な
場

合
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
責
淮

さ
れ
る
余
地
が
示
さ
江
て
い
津
8
注
1
)
。
一

た
だ
し
、
嘲
眺
o
o
一
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に

お
い
て
出
品
者
の
詐
欺
的
取
瀕
匪
甘
す

る
運
営
菅
の
責
任
が
問
題
と
厭
鱒
た
裁

判
例
(
名
古
屋
地
判
平
成
二
α
年
王
月

雀
腿
西
日
1

に
社
員

一
人
の
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
み

買
収
し
た
よ
う
に
、
プ
凌
儲
奎
咬
婢
積
避
連

マ
ー
が
潜
在
的
な
ラ
イ

収
す
る
こ
と
で
、
デ
t
卓
昨
顕
_

寡
占
化
が
懸
念
さ
れ
、

の
企
業
の
参
入
機
会
が
乏

ど
、
公
正
か
つ
自
由
な
競

阻
圭

"
・
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
背
景
事
情
を
諧
噌

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
規
制
蕨
枕
甘
ぎ
れ

鵞

る

に

至

っ

て

い

る

。
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二
八
日
、
名
古
屋
高
判
平
成
二
〇
年
一

一
月
一
一
日
)
は
、
一
股
論
と
し
て
運

営
者
の
利
用
菅
に
対
す
る
義
務
に
言
及

の
上
、
当
該
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
は

「
そ
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
当
時
に
お
け
る

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

オ

ー

ク

シ

ョ

ン

を

巡

る
社
会
情
勢
、
関
連
法
規
、
シ
ス
テ
ム

の
技
術
水
準
、
…
(
略
)
…
シ
ス
テ
ム

利
用
者
の
利
便
性
等
を

合
考
慮
し
て

判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
(
地
裁
判
決
)

と

し

た

よ

う

に

、

そ

の

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

I
マ
ー
の
義
務
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、

そ
の
時
点
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
を

巡
る
社
会
情
勢
も
考
慮
対
象
と
な
り
得

る
と
し
た
点
は
重
要
で
あ
る
。

(
3
)
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
型
ビ
ジ
ネ

ス
の
台
頭
に
対
応
し
た
ル
ー
ル

整
備
の
基
本
原
則
」

前
記
の
背
景
事
情
を
踏
ま
え
、
経
済

産
業
省
は
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
一
二

日
に
中
間
論
点
整
理
、
同
月
一
八
日
に

は

「

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

マ

ー

型

ビ

ジ

ネ

ス
の
台
頭
に
対
応
し
た
ル
ー
ル
整
備
の

基
本
原
則
」
を
公
表
し
た
。

そ
の
中
で
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
独

占
禁
止
法
に
よ
る
対
応
で
あ
っ
た
。
主

要
な
も
の
は
以
下
の
四
点
で
あ
る
。

一
点
目
は
、
出
発
点
と
し
て
大
規
模

・
包
括
的
な
調
査
の
必
要
性
で
あ
り
、

調
査
に
お
い
て
事
業
者
が
プ
ラ
ッ
ト
フ

ォ
ー
マ
ー
と
の
守
秘
義
務
に
樽
ら
れ
て

回
答
が
限
定
的
に
な
り
得
る
こ
と
に
鑑

み
、
強
制
調
査
権
限
の
あ
る
同
法
4
0
条

に
基
づ
く
調
査
の
活
用
が
中
間
論
点
整

理
に
お
い
て
は
提
案
さ
れ
て
い
る
。

二
点
目
は
、
潜
在
的
な
競
争
相
手
の

芽
を
摘
む
よ
う
な
M
&
A
へ
の
対
応
と

し
て
、
M
&
A
に
お
け
る
届
出
規
制
(
同

法
拓
条
2
項
)
に
お
い
て
、
当
事
青
の

売
上
高
に
加
え
、
知
的
財
産
お
よ
び
有

能
な
人
材
(
研
究
肴
)
の
集
積
も
評
価

対
象
に
加
え
る
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い

る
。

三
点
目
は
、
デ
ー
タ
は
経
済
価
値
を

有
し
て
い
る
と
整
理
し
た
上
で
、
プ
ラ

ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
に
デ
ー
タ
を
提
供
す

る
消
費
肴
と
の
関
係
で
は
優
越
的
地
位

の
濫
用
規
制
の
適
用
が
言
及
さ
れ
て
い

四
点
目
と
し
て
、
独
占
禁
止
法
を
補

完
す
る
も
の
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る

が

、

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

マ

ー

に

対

し

て

重
要
な
取
引
条
件
の
開
示
・
明
示
を
義

務
づ
け
る
こ
と
も
提
案
さ
れ
て
い
る
。

(
4
)
今
後
の
見
通
し

前
記
基
本
原
則
は
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
の
取
引
環
境
を
整

備
す
る
た
め
の
制
度
や
在
り
方
の
検
討

を
、
関
係
省
庁
連
携
の
下
、
早
急
に
進

め
る
」
と
し
て
お
り
、
二
〇
一
九
年
に

は
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
調
査
お
よ

び
そ
の
後
の
さ
ら
な
る
検
討
が
進
む
こ

と
と
な
る
。

以
上
を
前
提
に
日
本
企
業
へ
の
影
響

を
考
え
る
と
、
前
記
の
と
お
り
こ
れ
ま

で
限
定
的
に
解
さ
れ
て
き
た
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
マ
ー
の
責
任
の
厳
格
化
を
挙
げ

る

こ

と

が

で

き

る

。

前
記
の
裁
判
例
が
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ

1
マ
ー
の
義
務
の
内
容
を
規
定
す
る
に

あ
た
っ
て
「
社
会
情
勢
」
も
考
慮
要
素

に
な
り
得
る
こ
と
を
前
提
に
、
昨
今
の

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
の
規
制
を
巡
る

議
論
の
状
況
を
み
る
と
、
そ
の
責
任
が

こ
れ
ま
で
よ
り
も
広
く
、
か
つ
重
く
解

釈
さ
れ
る
傾
向
に
向
か
う
こ
と
は
想
像

に
聾
く
式
じ

事
業
者
に
と
っ
て
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ

ォ
ー
マ
ー
と
の
取
引
が
よ
り
公
正
・
透

明
な
方
向
に
向
か
う
こ
と
が
期
待
で
き

る
。

他

方

で

、

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

マ

ー

規

制
は
、
G
A
F
A
を
念
頭
開
置
い
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
も
の
の
、
必

ず
し
も
そ
の
議
論
対
象
を
外
国
企
業
に

限
定
し
て
は
い
な
い
の
で
、
国
内
の
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
も
規
制
の
対
象
に

含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す

れ

ば

、

国

内

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

マ

ー

に

と
っ
て
は
、
事
業
者
、
利
用
者
お
よ
び

競
争
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
規
制
お

よ
び
責
任
が
強
ま
る
こ
と
に
な
る
た
め
、

引
き
続
き
同
規
制
の
動
向
に
注
視
が
必

要
と
な
る
。

第
2
米
中
関
係
の
影
響

次
に
I
T
関
連
の
最
新
動
向
と
し
て

紹
介
す
る
の
は
米
中
関
係
の
影
響
で
あ

る
。

昨
年
末
に
中
国
企
業
で
あ
る
フ
ァ
ー

ウ
ェ
イ
(
華
為
技
術
)
社
の
C
F
O
が

カ
ナ
ダ
で
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
で

あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
米
中
関
係
の

影
響
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

法
規
制
の
発
端
は
、
二
〇
一
八
年
八

月
一
三
日
に
米
国
に
お
い
て
成
立
し
た

二
〇
一
九
年
度
国
防
権
限
法
(
副
{
一
o
國
一

以
下
「
N
D
A
法
」

と
い
う
)
で
あ
る
。

こ
の
法
律
は
、
米
国
防
予
算
に
関
す

る
二
〇
一
九
年
度
の
法
律
で
あ
る
が
、

本
稿
と
の
関
係
で
は
大
き
く
分
け
て
図

表
土
の
三
つ
の
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
、

I
T
を
中
心
と
し
た
最
新

技
術
が
外
国
へ
流
出
す
る
の
を
防
止
す
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る
た
め
の
規
制
で
あ
る
。
直
接
的
に
は

米
国
の
法
規
制
で
あ
る
が
、
そ
の
規
制

は
以
下
の
と
お
り
広
範
囲
に
及
ぶ
見
込

み
の
た
め
、
日
本
企
業
も
決
し
て
無
関

係

と

は

い

え

な

い

。

(
1
)
中
国
製
通
信
機
器
の
調
達
規
制

一
つ
は
、
米
政
府
の
通
信
関
連
機
器

の
調
達
企
業
か
ら
フ
ァ
ー
ウ
ェ
イ
社
と

Z
T
E
社
を
含
む
中
国
企
業
五
社
を
明

示
の
上
、
排
除
し
た
点
で
あ
る
(
N
D

具
体
的
に
は
、
米
国
政
府
に
よ
る
中

国
企
業
五
社
か
ら
の
通
信
関
連
機
器
の

調
達
に
係
る
取
引
を
禁
止
し
た
こ
と
に

特撰
lT関連の最新法務トレンド

日本企業への影響か見込まれるN D A法の概要図表1

米国政府と中国企業 5社との通信関連機

器の取引 ( 直接調達 ) およびこれらの会

社の通信関連機器を実質的・本質的に組

み込んだ製品を使用している企業との取

引〈間接調達)を禁止。

最先端・基盤的技術の流出を防止すべ

く、最新技術分野の輸出および同分野へ

の投資を規制。

調
理
の
管
器
出
機
輪
信
の
通
術
製
技
M

新

中
最

最

16し舅腿理腿臆蓼腿]渓

C V /

加
え
(
同
法
§
8
8
9
国
囲
凶
)
、
こ
れ
ら
の

会
社
の
通
信
関
連
機
器
を
実
質
的
・
本

質
的
に
組
み
込
ん
だ
製
品
を
使
用
し
て

い
る
企
業
と
の
取
引
を
も
禁
止
す
る
も

の
で
あ
る
(
同
法
§
8
8
9
岡
田
圃
)
。
前
書

は
一
年
後
、
後
青
は
二
年
後
に
効
力
が

生
じ
る
(
同
法
§
8
8
9
困
)
。

こ
う
し
た
影
響
は
日
本
に
も
波
及
し

て
お
り
、
内
閣
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
N
I
S
C
」
と
い

う
)
は
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
一
〇
日
に
、

「
I
T
調
達
に
係
る
国
の
物
品
等
又
は

役
務
の
調
達
方
針
及
び
調
達
手
続
に
関

す
る
申
合
せ
」
を
公
表
し
、
政
府
が
調

達
す
る
l
T
機
器
の
一
部
に
つ
い
て
、

春

調
達
方
針
を
策
定
し
た
。
ま
た
、
報
道

に

よ

る

と

、

N

T

T

ド

コ

モ

、

K

D

D

I
、
ソ
フ
ト
パ
ン
ク
の
携
帯
電
話
会
社

も
、
そ
の
通
信
設
備
に
お
け
る
フ
ァ
ー

ウ
ェ
イ
社
と
Z
T
E
社
の
製
品
の
不
使

用
を
検
討
し
て
い
る
と
い
う
。

N
D
A
法
に
よ
る
中
国
通
信
機
器
の

調
達
規
制
は
米
国
政
府
に
よ
る
取
引
に

関
す
る
も
の
な
の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
日

本
企
業
に
お
い
て
本
来
的
に
は
直
接
関

係
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
特
に
l
T

製
品
の
一
部
に
中
国
企
業
の
製
品
を
使

用
し
て
い
る
日
本
企
業
に
と
っ
て
、
同

規
制
の
事
実
上
の
影
響
は
否
定
で
き
な

い

も

の

と

な

っ

て

い

る

。

(
2
)
輸
出
管
理
規
制

N
D
A
法
の
一
部
と
し
て
制
定
さ
れ

た
の
が
、
輸
出
管
理
改
革
法
(
図
劃
〇
誅

以
下
「
E
C

R
法
」
と
い
う
)
。

こ
れ
は
、
法
律
の
下
位
規
範
で
あ
る

既
存
の
輸
出
管
理
規
制
(
閃
劃
o
『
{
 
P
叫
l

根
拠
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
米
国

か
ら
最
新
技
術
が
流
出
す
る
の
を
防
ぐ

目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。

具
体
的
に
は
、
米
国
か
ら
最
先
端
・

基
盤
的
技
術
(
閃
ヨ
印
『
鈎
一
凋
目
印
『
〇
目
ー

E
 
C
 
R
法
(
9

1
7
5
8
)
に
つ
い
て
、
中
国
を
含
む
一
定
の

国
へ
の
輸
出
(
o
苗
〇
邑
、
再
輸
出
(
9
1

o
回
知
o
『
{
)
、
ま
た
は
同
一
国
内
で
の
移
動

(
一
悶
1
9
目
哺
閾
 
{
臼
昆
{
印
『
)
に
つ
い
て
輸

出
許
可
を
必
要
と
す
る
規
制
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
例
外
事
由
も
多
く
、
行
為
ご

と
に
規
制
対
象
技
術
の
範
囲
も
異
な
る

た
め
、
本
稿
の
内
容
は
規
制
の
概
略
と

し
て
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

①
規
制
対
象
技
術

二
〇
一
八
年
一
一
月
一
四
日
、
米
国

商
務
省
産
業
安
全
保
障
局
(
以
下
「
B

l
S
」
と
い
う
)
は
、
規
制
対
象
と
な

る
最
先
端
技
術
と
し
て
次
頁
図
表
2
の

一
四
の
技
術
分
野
と
そ
の
分
野
に
お
け

る
例
示
技
術
を
提
示
し
た
。
当
初
は
「
最

先
端
・
基
盤
的
技
術
」
全
般
の
提
示
が

予
想
さ
れ
て
い
た
が
、
B
I
S
は
、
「
最

先
端
技
術
」
と
「
基
盤
的
技
術
」
と
を
分

け
て
、
そ
の
う
ち
「
最
先
端
技
術
」
の
み

を
提
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
「
最
先
端

技
術
」
の
前
記
一
四
分
野
に
つ
い
て
は
、

パ

ブ

リ

ッ

ク

コ

メ

ン

ト

の

実

施

を

受

け

て
さ
ら
な
る
詳
細
が
公
表
さ
れ
る
見
通

し
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
別
途
「
基
盤

的
技
術
」
に
つ
い
て
も
近
く
技
術
分
野

が
提
示
さ
れ
る
見
込
み
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
E
C
R
法
に
よ
り
新
た
に
輸
出
管

理
規
制
が
及
ぶ
分
野
が
、
同
一
四
分
野

よ
り
も
さ
ら
に
広
が
る
可
能
性
が
あ
る
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④ナノバイオロジー、②合成生物学、③ゲノ
ム工学および遺伝子工学、または④ニューロ

ン技術I

輸出管理規制および対米投資規制の対象
となり得る最先端技術14分野

図表2

皿

ジロノクテオイ

的
認
声
定
ク

伝
体
音
予
剤

遣
物
⑥
・
・
⑩

唾
簾
ム
グ
ク

算
ン
テ
ン
イ

計
ョ
ス
ニ
ェ

的
ジ
シ
ン
フ

云
巴
育
ラ
フ

び
タ
玩
④
ィ

よ
一
テ
ー

ヒ
ピ
お
ュ
ス
訳
糺
シ
翻
叟

進
ン
援
戒
半

②
コ
重
卵
声

ニ
学
意
王
酵

ラ
強
ー
吾
技

プ
③
l
言
イ

ィ
伺
テ
旧
の
簾
ト

デ
ン
ス
①
響

び
ミ
シ

よ
ラ
ト
樽
声
ブ

お
グ
一
南
音
ッ

ク
ロ
パ
び
⑨
ぼ

|
プ
ス
よ

ワ
的
キ
お
う
⑪

ト
云
工
識
イ
は

ッ
劃
⑥
認
し
た

ネル
糺
解
音
ム
ゝ
昌
声
プ
ま

ラ
ス
理
・
一
術

一
リ
像
例
ゲ
技

ニ
ル
①
ア
識
処
作
ラ

習学械槌びよおA

しな示術技立洞

モメクタスの上プチ②またまcoSプチンオムテスシ①サツセロプロクイマ

クジロクンセモメ算的進先
グンイテユピンコ識忍ス

・
キテンコ④よたまズゴア斤分動自②技見可①蔚技斤分夕

出検子量④よたま音量②ンイテユピンコ子量①術技出検びよお報責子蜃ァ
流物型散分④たま性見可の産賣④ンヨシレユミとグンデモ②カ電イ

ム
バ
テ
モ
ス
①
シ術技スクイテスジロ8

タンD3形造層積9
褥
2
技
注

W
Os
c

ォ
イ
ウ
パ
ス
ン
群
コ
②
ト

ム
ボ
テ
ロ

ト
スロ

テ
国

型
ボ
眈

超
子
胎

よ
④
ト

ン
ト
ダ

ド
ロ
マ

型
化
ス

小
織
④

超
組
は

①
己
たスイボロ0

イ経楼直蔽①スエフタンイ
ス
ン
|
シ
ェ
マ
フ
ド
|
ン
タ
イ
ン
マ
イ

、
シ

ス
マ

ェ
イ
フ
レ

イ
た
御
ま

神
エ
①
フ夕ユピンコと

ンゼ造篝オ朱④よたまムテスシ護防熱③進推②ズゴア御掬飛
ど
①
な術技波音超

オ索本生③よたま技物織びよお維繊度高物織性橿②采迷応適①材素的進先3

ンプスイボびよおトンブスイフ技晃監進先4

(注2)原文は「Robot comp‖er」であるが、
「Robot comp‖er」を意図していると思われ

るため、本稿では後者とした。

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

同
一
四
分
野
を
詳
し
く
み
る
と
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
l
T
分
野
に
関
連
す
る
。

②
規
制
対
象
行
為

次
に
規
制
材
象
行
為
を
み
る
と
、
輸

出
(
C
回
づ
Q
『
{
)
だ
け
で
は
な
く
、
再
輸
出

(
『
阻
劃
〇
『
{
)
、
ま
た
は
同
一
国
内
で
の

と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
再
輸
出
(
『
困
相
o
ヰ
)
と
は

米
国
外
の
あ
る
国
か
ら
他
の
国
へ
移
転

す
る
こ
と
を
い
い
、
同
一
国
内
で
の
移

動
(
匡
白
目
尽
酢
目
距
)
と
は
米
国

以
外
の
同
一
外
国
内
で
移
転
す
る
こ
と

を
い
う
。
つ
ま
り
、
単
純
な
米
国
か
ら

の
輸
出
だ
け
が
影
響
を
受
け
る
の
で
は

な
く
、
「
最
先
端
・
基
盤
的
技
術
」
該
当

技
術
が
日
本
国
内
に
あ
る
場
合
に
当
該

技
術
の
外
国
へ
の
輸
出
お
よ
び
日
本
国

内
の
移
動
も
輸
出
管
理
規
制
の
域
外
適

用
を
受
け
て
規
制
の
対
象
と
な
る
可
能

性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
今
後
、
図
表
2
に
掲

げ
た
一
四
分
野
に
係
る
最
先
端
技
術
の

開
発
を
米
国
に
お
い
て
行
う
日
本
企
業

の
み
な
ら
ず
、
他
社
が
米
国
か
ら
輸
入

し
た
同
技
術
を
日
本
に
お
い
て
利
用
す

る
企
業
も
、
中
国
に
輸
出
す
る
場
合
な

ど
は
こ
の
輸
出
管
理
規
制
に
よ
っ
て
影

響

を

受

け

る

こ

と

と

な

る

。

(
3
)
対
米
投
資
規
制

前
記
の
輸
出
管
理
規
制
芒
同
じ
く
、

最
新
技
術
の
流
出
防
止
の
観
点
か
船
-

N
D
A
法
の
一
部
と
し
て
外
国
投
資
リ

以
下
「
F
I
R
R
M
法
奮
」
と
い

う
)
が
制
定
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
対
米
直
接
投
資
を
通
じ
て

米
国
の
重
要
技
術
(
口
『
巳
目
一
同
印
n
r
o
l

一
o
岡
)
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
試
み
を

防
ぐ
規
制
で
あ
り
、
こ
の
重
要
技
術
に

は
E
C
R
法
の
最
先
端
・
基
盤
的
技
術

E
C
R
法
§
闇
)
も
新
た

に
加
わ
る
。

し
た
が
っ
て
、
図
表
2
の
一
四
分
野

に
係
る
最
先
端
技
術
を
開
発
す
る
米
国

企
業
へ
の
投
資
に
関
わ
る
日
本
企
業
は
、

こ
の
対
米
投
資
規
制
に
よ
っ
て
同
じ
く

影

響

を

受

け

る

こ

と

と

な

る

。

第
3
 
.

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

(
i
)
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
必

要
性
の
高
ま
り

前
記
の
米
国
政
府
に
よ
る
フ
ァ
ー
ウ

ェ
イ
社
な
ど
中
国
の
通
信
機
器
に
対
す

る
厳
し
い
制
約
を
課
し
た
背
後
の
一
つ

に
は
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す

る
問
題
が
存
在
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
同
社
の
製
品
に
は
情
報

を
盗
み
出
す
た
め
の
シ
ス
テ
ム
上
の
バ

ッ
ク
ド
ア
(
注
3
)
が
あ
り
、
米
国
の

安
全
保
障
上
の
情
報
や
最
新
技
術
情
報

が
流
出
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
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特廟
l T関連の最新法務トレンド

の
で
あ
る
。

ま
た
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
に
は
A

P
T
川
と
呼
ば
れ
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
グ

ル
I
プ
の
中
国
人
ハ
ッ
カ
ー
二
人
が
米

国
で
訴
追
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
同
月

二
一
日
、
日
本
の
外
務
省
お
よ
び
N
I

S
C
が
注
意
喚
起
を
行
っ
た
。
外
務
省

に
よ
る
と
、
A
P
T
川
は
、
日
本
の
「
民

間
企
業
、
学
術
機
関
等
を
対
象
と
し
た

長
期
に
わ
た
る
広
範
な
攻
撃
を
確
認
し

て
」
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
N
I
S

C
に
よ
る
と
、
そ
の
攻
撃
は
「
標
的
型

メ
ー
ル
攻
撃
」
で
あ
る
と
し
て
、
「
日
頃

か
ら
、
不
審
な
メ
ー
ル
や
添
付
フ
ァ
イ

ル
は
開
か
な
い
、
O
S
や
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
を
可
及
的
速
や
か
に

設
定
す
る
等
の
適
切
な
サ
イ
バ
ー
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
対
策
」
を
推
奨
し
て
い
る
。

他
方
で
、
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理

推
進
機
構
は
、
二
〇
一
八
年
三
月
付
「
情

報

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

川

大

脅

威

2

0

エ

8
」
に
お
い
て
、
組
織
向
け
脅
威
の
第

一
位
と
し
て
同
じ
く
標
的
型
メ
ー
ル
攻

撃
を
挙
げ
て
い
る
の
も
偶
然
の
一
致
で

は

な

い

の

で

あ

ろ

う

。

こ
れ
ら
の
最
新
の
報
道
・
公
表
か
ら

わ
か
る
こ
と
は
、
日
本
企
業
は
「
長
期
」

に
わ
た
っ
て
「
広
範
」
に
A
P
T
川
か

ら
標
的
型
メ
ー
ル
攻
撃
を
受
け
て
い
る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

(
2
)
標
的
型
メ
ー
ル
攻
撃
と
は

標
的
型
メ
ー
ル
攻
撃
と
は
、
一
般
的

に
、
メ
ー
ル
の
添
付
フ
ァ
イ
ル
を
開
か

せ
た
り
、
悪
意
の
あ
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

に

ア

ク

セ

ス

さ

せ

た

り

し

て

、

パ

ソ

コ

ン
を
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
さ
せ
、

蓉
ロ
ノ

,

ソ

コ

ン

ま

た

は

当

該

パ

ソ

コ

ン

か

ら

ア

ク
セ
ス
可
能
な
組
織
内
の
情
報
の
窃
取

を
目
的
と
す
る
攻
撃
で
あ
る
。

日
本
で
有
名
な
事
件
と
し
て
は
、
二

〇
一
五
年
五
月
に
日
本
年
金
機
構
か
ら

一
二
五
万
人
分
の
個
人
情
報
が
漏
え
い

し
た
事
件
が
あ
る
。

標
的
型
メ
ー
ル
攻
撃
自
体
は
、
古
く

か
ら
あ
る
手
法
で
は
あ
る
が
、
受
信
青

を
信
用
さ
せ
る
た
め
に
メ
ー
ル
の
内
容

が
巧
妙
化
し
て
い
る
点
で
、
い
ま
だ
に

防
ぐ
の
が
困
難
と
い
う
点
に
特
色
が
あ

前
記
の
事
件
に
お
い
て
、
日
本
年
金

機
構
の
職
員
に
送
ら
れ
て
き
た
標
的
型

メ
ー
ル
の
中
に
は
、
実
在
す
る
職
員
の

氏
名
を
差
出
人
と
し
、
か
つ
受
信
者
と

な
る
職
員
の
氏
名
が
具
体
的
に
記
載
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
(
注

4
)
。筆

者
が
二
○
一
八
年
に
関
わ
っ
た
標

的
型
メ
ー
ル
攻
撃
に
よ
る
情
報
漏
え
い

事
業
で
も
、
受
信
者
名
が
宛
名
と
し
て

(注3 )バックドアとは、サーバなどのシステムへ侵入するために、システム管理奢にみつからないように仕掛けられた侵入経路をいう。

(注 4 )平成 2 7年 8月 2 0日付日本年金櫃構不正アクセスによる情報流出事案に関する調査委員会「不正アクセスによる情報流出
事実に

関 す る 調 査 結 果 報 告 」 3 頁 参 照 。

〈注5 )個人データの漏えい等の事実が発生した場合等の対応について(平成2 9年個人情報保護委員会告示第1号)参照。

正
し
く
記
載
さ
れ
て
お
り
、
件
名
も
標

的
と
な
っ
た
会
社
が
実
際
に
関
わ
っ
て

い

る

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

名

だ

っ

た

。

組

織

の
う
ち
一
人
で
も
標
的
型
メ
ー
ル
を
開

封
す
れ
ば
被
害
が
生
じ
得
る
こ
と
か
ら

す
る
と
、
完
全
に
防
ぐ
こ
と
の
困
難
性

を
実
感
し
た
次
第
で
あ
る
。

(
3
)
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
お
け

る
法
務
の
役
割

全
業
が
サ
イ
バ
ー
攻
撃
を
受
け
た
場

合
、
自
社
の
損
害
、
第
三
者
の
損
害
の

賠
償
に
加
え
、
被
害
の
調
査
費
用
、
復

旧
費
用
な
ど
多
額
の
費
用
が
必
要
と
な

N

P

O

法

人

日

本

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
協
会
が
二
〇
一
八
年
六
月

一
二
日
に
公
表
し
た
調
査
報
告
書
に
よ

れ
ば
、
個
人
情
報
が
漏
え
い
し
た
場
合

の
一
件
当
た
り
の
平
均
想
定
損
害
賠
償

額
は
五
億
四
八
五
〇
万
円
に
上
る
。

こ
う
し
た
損
害
・
費
用
の
大
き
さ
に

鑑
み
、
平
時
に
お
い
て
は
、
個
人
情
報

の
管
理
方
法
、
サ
イ
バ
I
保
険
の
加
入

の
要
否
お
よ
び
範
囲
の
検
討
、
有
事
に

お
い
て
は
、
損
害
賠
償
の
対
応
に
つ
い

て
法
務
の
役
割
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
当
局
へ
の
報
告
お
よ
び
情
報

開
示
の
必
要
性
の
検
討
も
法
務
の
役
割

と
な
る
。
個
人
情
報
が
漏
え
い
し
た
場

合
に
は
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
へ
の

報
告
が
求
め
ら
れ
て
い
る
(
注
5
)
。
ま

た
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
よ
る
被
害
が
投

資
家
の
投
資
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
場

合
は
、
金
融
商
品
取
引
法
や
証
券
取
引

所
の
定
め
る
適
時
開
示
規
則
の
開
示
事

項
・
事
実
に
該
当
す
る
可
能
性
も
生
ず

る
。

さ
ら
に
、
窃
取
さ
れ
た
機
密
情
報
が

最
先
端
技
術
や
知
的
財
産
に
関
わ
る
重

要
な
情
報
で
あ
る
場
合
に
は
経
営
戦
略

に

関

わ

る

こ

と

に

な

り

か

ね

な

い

。

不

正
競
争
防
止
法
上
の
保
護
の
対
象
と
な

る
「
営
業
秘
密
」
の
要
件
充
足
性
、
特

許
戦
略
へ
の
影
響
に
つ
い
て
も
法
務
は

意
見
を
求
め
ら
れ
る
機
会
が
増
え
て
い

る
。

』

弁 護 士 。 2 0 1 0 年 弁 護 士 登 録 。情報セキ

ュ リ テ ィ ス ペ シ ャ リ ス ト 。情報法を專門

と し 、 企 業 の サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ 対 応 、

知 的 財 産 紛 争 、 シ ス テ ム 紛 争 、 ド メ イ ン

紛 争 を 中 心 に 扱 う 。

やまおか・ひろあき
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